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発信主義と到達主義
　納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に
到達した時とする「到達主義」とされていますが、郵便又は信書便
により提出された確定申告書などの納税申告書（添付書類及び関
連提出書類を含む）については、通信日付印により表示された日
を提出日とみなす「発信主義」とされています。

ワンポイント

3 2021（令和3年）
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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH
20日・春分の日

国　税／ 令和2年分所得税の確定申
告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和2年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日



3 月号 ─ 2

１　

相
続
と
は

　「
相
続
」
と
は
、
あ
る
人
の
死
亡

に
よ
っ
て
、
そ
の
人
に
属
し
た
財
産

上
の
地
位
を
、
法
律
上
の
規
定
ま
た

は
死
亡
者
の
最
終
意
思
（
遺
言
）
の

効
果
と
し
て
、
特
定
の
者
が
引
き
継

ぐ
こ
と
を
い
い
ま
す
。
簡
単
に
い
え

ば
、
亡
く
な
っ
た
人
の
財
産
を
子
ど

も
や
配
偶
者
と
い
っ
た
関
係
者
が
も

ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
相
続
は
、
人
の
自
然
死
亡
に
よ
っ

て
通
常
は
開
始
さ
れ
ま
す
が
、
人
が

行
方
不
明
で
そ
の
生
死
が
判
明
し
な

い
と
き
に
、
失
踪
宣
告
に
よ
っ
て
死

亡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
（
法
律

上
、死
亡
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
）

相
続
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
相
続
で
は
、

こ
の
死
亡
し
た
人
の
こ
と
を
「
被
相

続
人
」、
財
産
を
も
ら
う
人
の
こ
と

を「
相
続
人
」と
い
い
ま
す
。

２　

自
然
死
亡
と
失
踪
宣
告
の

手
続
き

　
自
然
死
亡
の
場
合
に
は
、
死
亡
診

断
書
や
死
体
検
案
書
（
や
む
を
得
な

い
場
合
に
は
死
亡
を
証
す
べ
き
書

面
）
を
添
付
し
た
死
亡
届
を
、
死
亡

の
日
か
ら
七
日
以
内
に
市
区
町
村
役

場
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戸
籍

簿
に
死
亡
の
事
実
お
よ
び
そ
の
日
時

が
記
載
さ
れ
ま
す
。

　
自
然
死
亡
以
外
に
、
被
相
続
人
に

失
踪
宣
告
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
相

続
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
失
踪

者
を
め
ぐ
る
財
産
や
身
分
の
関
係
が

長
期
間
放
置
さ
れ
、
親
族
や
関
係
者

に
と
っ
て
不
都
合
な
状
態
を
解
消
す

る
た
め
の
制
度
と
し
て
法
律
上
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
失
踪
宣
告
に
は
二
種
類
あ
り
、
普

通
失
踪
と
特
別
失
踪
が
あ
り
ま
す
。

　
普
通
失
踪
と
は
、
不
在
者
の
生
死

が
七
年
以
上
不
明
で
あ
る
と
き
に
、

家
庭
裁
判
所
が
利
害
関
係
人
の
請
求

に
よ
り
宣
告
し
、
失
踪
期
間
の
満
了

時
で
あ
る
七
年
経
過
時
に
死
亡
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　
特
別
失
踪
と
は
、
戦
地
、
沈
没
し

た
船
舶
、
墜
落
し
た
飛
行
機
な
ど
に

い
た
者
で
、
そ
の
危
機
が
あ
っ
た
日

後
一
年
以
上
の
間
そ
の
生
死
が
不
明

の
場
合
に
、
家
庭
裁
判
所
が
利
害
関

係
人
の
請
求
に
よ
り
宣
告
し
、
こ
の

危
機
が
終
了
し
た
時
点
で
死
亡
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　
失
踪
宣
告
を
受
け
た
者
が
も
し
生

存
し
て
い
た
場
合
に
は
、
失
踪
宣
告

の
取
り
消
し
の
審
判
が
別
途
必
要
と

な
り
ま
す
。

３　

同
時
死
亡
の
推
定

　
た
と
え
ば
、
車
の
事
故
等
で
発
見

が
遅
れ
て
死
亡
し
た
数
人
中
、
そ
の

一
人
が
他
の
人
の
死
亡
後
も
な
お
生

存
し
て
い
た
か
否
か
不
明
の
場
合
に

は
、
同
時
に
死
亡
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
ま
す
。

　
同
時
死
亡
の
推
定
が
働
く
と
、
父

と
子
の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
被
相
続

人
と
相
続
人
の
関
係
に
立
つ
者
同
士

の
間
で
あ
っ
て
も
相
続
関
係
は
生
じ

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

４　

法
定
相
続
人

　
民
法
で
は
、
被
相
続
人
の
財
産
を

引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
人
の
順
番

と
そ
の
範
囲
を
定
め
て
お
り
、
こ

れ
を
「
法
定
相
続
人
」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
法
定
相
続
人
と
な
る
の
は
、
被

相
続
人
の
配
偶
者
（
離
婚
し
た
場
合

に
は
相
続
人
で
は
な
く
な
る
）
と
一

定
範
囲
内
の
血
族
関
係
者
に
限
ら
れ

て
い
ま
す
。
配
偶
者
は
常
に
相
続

人
と
な
り
、
配
偶
者
以
外
に
親
族
が

い
る
場
合
に
は
、
配
偶
者
と
と
も
に

①
子
、
②
直
系
尊
属
（
父
母
や
祖
父

母
）、
③
兄
弟
姉
妹
、
の
順
に
相
続

人
と
な
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
先
順
位
の
相
続
人
が
い

な
い
場
合
の
み
、
後
順
位
の
者
が
相

続
人
と
な
り
ま
す
。

①
　
第
一
順
位

　
　
被
相
続
人
の
子
は
、
年
齢
に
関

係
な
く
相
続
人
と
な
り
、
子
は

〝
実
子
〟、〝
養
子
〟
を
問
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
被
相
続
人
の
死
亡
時

に
胎
児
だ
っ
た
子
も
相
続
権
は
あ

相
続
の

基
礎
の
基
礎
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り
、
無
事
に
生
ま
れ
れ
ば
相
続
を

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
　
な
お
、
非
嫡
出
子
（
法
律
上
の

婚
姻
関
係
の
な
い
男
女
の
間
に
生

ま
れ
た
子
）
も
相
続
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。
非
嫡
出
子
の
相
続
分

は
、
以
前
は
嫡
出
子
（
法
律
上
の

婚
姻
関
係
に
あ
る
男
女
の
間
に
生

ま
れ
た
子
）
の
二
分
の
一
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
五
年

九
月
五
日
以
降
の
相
続
か
ら
は
、

法
改
正
に
よ
り
同
等
の
相
続
の
権

利
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
配
偶
者
が
い
な
い
と
き
の
法
定

相
続
の
割
合
は
全
部
と
な
り
、
配

偶
者
が
い
る
場
合
に
は
配
偶
者
が

二
分
の
一
、
子
が
二
分
の
一
と
な

り
ま
す
。

②
　
第
二
順
位

　
　
被
相
続
人
に
子
が
い
な
い
場
合

に
は
、
次
の
順
位
で
あ
る
直
系
尊

属
で
あ
る
父
母
や
祖
父
母
が
相
続

人
と
な
り
ま
す
。
子
が
い
て
も
欠

格
や
廃
除
に
よ
り
相
続
権
を
失

い
、
さ
ら
に
代
襲
相
続
が
生
じ
な

い
場
合
に
は
、
第
二
順
位
で
あ
る

直
系
尊
属
が
相
続
人
と
な
り
ま

す
。
直
系
尊
属
の
う
ち
親
等
の
異

な
る
者
の
間
で
は
、
親
等
の
近
い

者
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

　
　
配
偶
者
が
い
な
い
と
き
の
法
定

相
続
の
割
合
は
全
部
と
な
り
、
配

偶
者
が
い
る
場
合
に
は
配
偶
者
が

三
分
の
二
、
直
系
尊
属
が
三
分
の

一
と
な
り
ま
す
。

③
　
第
三
順
位

　
　
子
も
直
系
尊
属
も
い
な
い
場
合

に
は
、
兄
弟
姉
妹
が
相
続
人
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
子
や
直
系
尊
属

が
い
た
と
し
て
も
相
続
権
を
失

い
、
そ
の
上
代
襲
相
続
が
生
じ
な

い
場
合
に
は
、
第
三
順
位
の
兄
弟

姉
妹
が
相
続
人
と
な
り
ま
す
。

　
　
配
偶
者
が
い
な
い
と
き
の
法
定

相
続
の
割
合
は
全
部
と
な
り
、
配

偶
者
が
い
る
場
合
に
は
配
偶
者
が

四
分
の
三
、
直
系
尊
属
が
四
分
の

一
と
な
り
ま
す
。

５　

代
襲
相
続

　
代
襲
相
続
と
は
父
よ
り
も
先
に
子

が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
、

本
来
、
相
続
人
と
な
る
人
が
被
相
続

人
よ
り
も
先
に
亡
く
な
っ
て
い
た
場

合
に
亡
く
な
っ
た
相
続
人
（
子
）
に

子
（
被
相
続
人
に
と
っ
て
「
孫
」）
が

い
れ
ば
、
そ
の
者
が
相
続
し
ま
す
。

た
だ
し
、
孫
も
死
亡
し
て
い
る
場
合

に
は
、
孫
に
子
（
被
相
続
人
に
と
っ

て
は
「
ひ
孫
」）
が
い
れ
ば
、
そ
の
者

が
相
続
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
再
代
襲

相
続
」と
い
い
ま
す
。

　
直
系
卑
属
（
子
・
孫
・
ひ
孫
等
）

に
関
し
て
は
、
相
続
で
き
る
者
に
た

ど
り
つ
く
ま
で
、
代
襲
相
続
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
兄
弟
姉
妹
が
相

続
人
に
な
る
場
合
で
も
、
代
襲
相
続

は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、

兄
弟
姉
妹
の
代
襲
相
続
は
、
そ
の
子

（
被
相
続
人
に
と
っ
て
は
姪
、
甥
）
ま

で
の
一
代
限
り
と
な
り
ま
す
。

　
甥
が
先
に
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
姪
や
甥
の
子
へ
の
再
代
襲
相
続

は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
代
襲
相
続
は
、
相
続
人
が
相

続
以
前
に
死
亡
し
た
と
き
だ
け
で
な

く
、
相
続
欠
格
や
相
続
廃
除
に
よ
り

相
続
権
を
失
っ
た
場
合
も
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
相
続
人
が
相
続
放
棄

を
し
た
場
合
に
は
、
代
襲
相
続
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

６　

相
続
欠
格
者
、相
続
人
の
廃
除
、

相
続
の
放
棄

　
相
続
人
で
あ
っ
て
も
、
欠
格
又
は

廃
除
に
よ
り
相
続
権
を
失
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

①
　
欠
格

　
　
欠
格
と
は
、
相
続
人
と
な
る
べ

き
者
が
故
意
に
被
相
続
人
を
殺
し

た
り
、
詐
欺
や
強
迫
に
よ
っ
て
遺

言
書
を
書
か
せ
た
り
し
た
場
合
な

ど
に
、
法
律
上
当
然
に
相
続
人
と

し
て
の
資
格
を
失
う
こ
と
を
い
い

ま
す
。

②
　
廃
除

　
　
廃
除
と
は
、
被
相
続
人
に
対
す

る
虐
待
、
ま
た
は
重
大
な
侮
辱
を

加
え
る
行
為
や
、
相
続
人
に
著
し

い
非
行
が
あ
っ
た
場
合
に
、「
被

相
続
人
が
家
庭
裁
判
所
に
申
し
立

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
そ
の
相
続

権
を
失
わ
せ
る
も
の
で
す
。
被
相

続
人
は
遺
言
に
よ
っ
て
廃
除
の
意

思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
場
合
は
遺
言
執
行
者
が
家
庭
裁

判
所
に
申
し
立
て
を
し
ま
す
。

　
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
家
庭
裁
判
所

の
審
判
が
必
要
と
な
る
点
で
欠
格

と
は
異
な
り
ま
す
。

③
　
放
棄

　
　
相
続
放
棄
と
は
、
被
相
続
人
の

財
産
に
対
す
る
相
続
権
の
一
切
を

放
棄
す
る
こ
と
で
す
。
相
続
の
放

棄
を
し
た
者
は
初
め
か
ら
相
続
人

で
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

た
め
、
そ
の
相
続
分
も
な
か
っ
た

も
の
と
な
り
他
の
相
続
人
に
帰
属

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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　フェイスブックの創始者であるマーク・
ザッカーバーグ氏は、「完璧を目指すより
まず終わらせろ（Done is better than per-
fect.）」と説いています。これは、目まぐ
るしく変化する現代ならではの言葉かもし
れません。
　なぜ終わらせることが完璧よりも良いの
か、どういう結果であっても、終わらせる
ことで次の段階へ進むことができるからで
しょう。よく完璧を求める人がいますが、
そういう人の中には時間をかけても終える
ことができないこともよく聞きます。
　トヨタ自動車の社長を務めた奥田碩氏も
同じような言葉を説いています。「時間を
かけて完璧を目指すより、まず拙速を」。
　完璧を追い求めるよりもスピードを重視
しろということでしょう。終わっていない
状態であれば、ずっとその問題や懸案を考
えていかなければならず、他の事に手をつ

けられないかもしれず停滞してしまいま
す。
　そんなことより、多少不安があったとし
てもまずは終わらせてみて、そこから何か
起こればその都度、改善し対処していくこ
との方が結果的には効率が良いのかもしれ
ません。確かに、上手くやろうとすればす
るほど準備に時間がかかってしまい、機会
損失はどんどん拡大してしまいます。下手
でもいいからやってみて、上手くいかない
ところは、その都度直していく方がずっと
効率的です。また、完璧にこだわって物事
を先送りするよりは、フットワーク軽くす
ぐに行動した方が、むしろ良い出来になる
のではないでしょうか。完璧を目指さない
ことで無駄に悩んだりせず、結果的に多く
の物事に時間を割くことができるからで
す。
　コロナ禍での対応は皆が体験したことの
ないものです。「やるべきこと」の生産性
を上げるため、これらの言葉を心がけてま
ずは行動してみましょう。

「完璧を目指すよりまず終
わらせろ」

　「72の法則」とは、資産運用で元本が2
倍になるような年利と年数が簡易に求めら
れる法則です。

年利（％）×年数（年）＝72
72÷年利（％）＝2倍になる年数（年）
72÷年数（年）＝2倍になる年利（％）

　上記の式において、年利に年利率（複利）
を入れると元本が2倍になる年数に必要な
年数が求められ、年数に運用期間を入れる
と元本が2倍になるのに必要な年利を求め
ることができます。
　たとえば、最近よくある定期預金の利率
0.002％で計算すると「72÷0.002％＝ 
3万6000年となり非現実的な数字で低金
利時代を物語っています。
　5％程あった昔なら14年程で倍になっ
たのですが。

72の法則　
全
国
の
中
小
企
業
の
中
か
ら
経
営

の
刷
新
や
技
術
開
発
、
市
場
開
拓
に

優
れ
た
成
果
を
上
げ
て
い
る
中
小
企

業
を
発
掘
・
顕
彰
す
る
目
的
で
、

一
九
六
七
年
に
公
益
社
団
法
人
中
小

企
業
研
究
セ
ン
タ
ー
が
創
設
し
た
賞

（
中
小
企
業
庁
後
援
）。

　
こ
れ
ま
で
に
延
べ
七
一
一
社
が
表

彰
さ
れ
て
い
て
、
京
都
セ
ラ
ミ
ッ
ク

（
現
京
セ
ラ
）、
カ
ル
ビ
ー
製
菓
（
現

カ
ル
ビ
ー
）、
ト
ミ
ー
工
業
（
現
タ

カ
ラ
ト
ミ
ー
）、
ゼ
ン
リ
ン
等
、
多

く
の
企
業
が
有
力
企
業
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
昨
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ

た
第
五
四
回
（
二
〇
二
〇
年
度
）
で

は
一
六
社
が
表
彰
さ
れ
、
栄
え
あ
る

グ
ラ
ン
プ
リ
に
は
、
生
産
管
理
シ
ス

テ
ム
な
ど
の
開
発
・
販
売
を
行
う
岐

阜
市
の
「
テ
ク
ノ
ア
」
と
調
剤
機
器

や
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
開

発
・
製
造
・
販
売
を
手
掛
け
る
豊
中

市
の
「
湯
山
製
作
所
」
の
二
社
が
選

ば
れ
て
い
ま
す
。

グ
ッ
ド
カ
ン
パ
ニ
ー
大
賞


